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大阪府障がい者自立相談支援センター療育手帳判定基準要領 

 

   大阪府療育手帳に関する規則（大阪府規則第４２号、以下「規則」という）第６条に規定する

障がい程度の区分等の判定は、第６条の別に定める基準（以下「別表」という）に基づくほか、

この大阪府障がい者自立相談支援センター療育手帳判定基準要領（以下「要領」という）によ

り行う。 

 

１ 知的障がいの定義 

この要領において、「知的障がい」とは、「知的機能の障がいが、発達期（おおむね１８歳まで）

にあらわれ、日常生活に支障が生じているため、何らかの特別の援助を必要とする状態にある

もの」をいう。なお、「発達期にあらわれ」とは、発達期に生じた知的機能の障がいが、成人期以

降も継続していることを示す。 

 

２ 知的障がい程度の区分の判定 

（１） 障がい程度の区分の表記 

知的障がい程度の判定の結果は、規則第６条第２項の区分に従い、以下のとおり表記する。 

  

 Ａ  ： 障がいの程度が重度である場合 

   Ｂ１  ： 障がいの程度が中度である場合 

   Ｂ２  ： 障がいの程度が軽度である場合 

   

（２） 知能指数又は発達指数の評価 

標準化された知能検査又は発達検査によって測定された知能指数又は発達指数の評   

価については、次のとおりとする。 

 

最重度 ： おおむね２０以下 

重度 ： おおむね２１以上３５以下 

中度   ： おおむね３６以上５０以下 

軽度   ： おおむね５１以上７５以下  

 

（３） 社会生活を営む能力の評価 

社会生活を営む能力（主に日常生活における食事、着脱衣、排泄等の動作並びに意思交

換及び家事職業等の能力）については、社会生活能力調査票等に基づき、軽度、中度、重度、

最重度の段階で評価する。 

 

（４） 行動及び医療保健の評価 

行動及び医療保健（強いこだわり、多動、パニック等の不安定な行動、睡眠障がい並びに

食事及び排泄に係る不適切な行動、自分の体をたたいたり傷つけたりする行動並びに他者

をたたいたり物をこわす等の行動、その他の配慮を要する行動や、てんかん及びその他の

疾患など）の評価については、次のとおり４段階評価とし、行動面、医療保健面それぞれの

評価のうち、重い方で代表する。 

 

Ⅰ ： あまり介助及び介護を要しない 

Ⅱ ： ある程度の介助及び介護を要する 

Ⅲ ： 著しく介助及び介護を要する 

Ⅳ ： 常時特別の介助及び介護を要する 



 

 - 2 - 

（５） 知的障がい程度の区分の判定結果 

ア． 規則第６条第１項第１号の「判定の結果」については、上記１及び２（２）～（４）に基づい

て行う。なお、標準化された知能検査又は発達検査によって測定された知能指数又は発

達指数が、５０以下であって、身体障害者福祉法（昭和２４年法律第２８３号）第１５条第４

項の規定に基づき身体障がい者手帳を交付され、その障がいの程度が身体障害者福祉

法施行規則（昭和２５年厚生省令第１５号）別表第５号の１級、２級又は３級に該当するも

のは、知的障がい程度の区分をＡとする。 

イ． 当所もしくは他の知的障害者更生相談所及び児童相談所において、すでに判定が行わ

れているとき又は程度判定に足りるその他の資料があるときは、これらを総合的に判断

して知的障がい程度の区分を判定しても差し支えないものとする。 

 

３ 次期判定年月 

 規則第６条第１項第２号の「次に判定を行うべき年月」については、A はおおむね１０年後、B1、

B2 はおおむね５年後とする。ただし、判定時の状態等により、異なる期間を定めることができ

るものとする。 

なお、判定時おおむね５０歳以上の場合は、次期判定不要とする。 

  

 

附則 この要領は平成 25年 4月 1日から施行する。 

 

附則 この要領は令和 4年 12月 28日から施行する。 

 

附則 この要領は令和 6年 7月 19日から施行する。 

 

附則 この要領は令和 7年 4月 1日から施行する。 

 

 


